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1.　序
公共建築は地域の発展を担うものとして、長らく行政主導で計

画され、利用者の視点が欠如していることが常に批判されてき

た。そうした状況に対し、平成 15年に国土交通省が公共事業

の構想段階からの「住民参加手続きガイドライン」を公表し、

それ以降、公共建築における住民参加が推奨されている。こう

した住民参加に対して建築家がどのように向き合ってきたかを

検討することは、今日ますます社会との対応を迫られる建築家

の設計姿勢を考える上で重要である。そこで本研究では、住民

参加に関する建築家の認識、および設計への反映手法を公共建

築の設計論 1) から抽出・検討し、さらに住民参加に関する新聞

記事 2) の内容と比較検討することで、建築家の創作行為と社会

的要請との関係の一端を明らかにすることを目的とする。

2.　住民参加に関する建築家の認識と反映手法
2-1.　住民参加に関する建築家の認識　　　　

公共建築の設計論から、住民参加により建築家が成し遂げよう

とした内容を抽出し（図 1）、それらを建築家の認識として相

互に比較検討することで関係図 3) を作成した（図 2）。その結

果、意味内容は、建築設計そのものを進める上で住民参加が必

要と捉える【設計の成立】【建築・空間の構築】と、それらに

対して、社会環境との関係を創出する上で住民参加が必要と捉

える【社会との関係創出】【地域との関係創出】【住民意識の

改革】という大きく 5つのまとまりで捉えることができた。

【設計の成立】は住民参加により設計の根拠を確立しようとす

るもので、短時間に問題点と意見を集約するなど、設計を円滑

に進めようとする［合理的設計法の確立］と、施設に対する住

民の要求やイメージを把握しようとする［設計条件の把握］が

みられた。【建築・空間の構築】は住民参加により今までにな

い建築や空間をつくりだそうとするもので、行政主導による画

一的なデザインからの脱却を試みる［新たな空間の創出］と、

地域の人々との対話から、その場に根ざした固有の建築表現を

探求する［固有性を有する建築の創出］がみられた。【社会と

の関係創出】は住民参加により建築設計を社会一般に開かれた

ものにしようとするもので、行政と建築家のみで進められてい

た設計過程に透明性をもたらそうとする［設計の恊働化］と、

公共建築は本来市民のものであると考え、それに公共性をもた

らそうとする［公共性の創出］、建築家自身の活動を社会に位

置づけようとする［設計行為の社会化］がみられた。【地域と

の関係創出】は過疎化のような地域固有の問題に対処しようと

するもので、住民参加を契機に地域独自の文化活動を継承し、

まちづくりへと派生させようとする［地域将来像への派生］、

住民同士の交流から共同体を生み出し、地域を活性化させよう

図1  設計論の分析例

私としては、ワークショップありきで、その成果を図面化していくだけということは違うと思って
いる。建築家はプロとして自分のヴィジョンを明確に持つべきで、それなしにどうにでも料理し
ますからというのはー問題の所在のレヴェルにもよるがーかえって無責任だと考える。ワーク
ショップが免罪符になるべきではない。………現在の公共施設の計画が陥っている最大公約
数主義、つまり何にでも対応できるという進み方ではなく、特化した使い方を想定しながら計
画を詰めていった。低いフライタワーは合意なくしては難しかっただろう。二階のテラスの取り
方や、分散的で柔軟な部屋の配置は住民の声を反映している。よくあるタイプの使い方の是
非の議論だけでなく、このようなちょっとしたイメージからでもデザインは導きだされる。ワー
クショップは与件の整理機関という以上にイメージの源でもあり得る。それが本来の姿ではな
いか？

住民参加に関する認識

70-1 設計思想を持つべき
70-2 免罪符にすべきではない
70-3 施設イメージの把握

　…設計
　…社会
…設計、社会

住民参加に伴う反映手法
設備機能 　   → 対象：部分　内容：ソフト
テラスの配置 → 対象：部分
　　　　　　　 内容：ハード（空間性）
部屋の配置    → 対象：全体　
　　　　　　　 内容：ハード（空間性）
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た（図 3）。図は《反映内容》を作品単位毎に、〈ハード〉に

のみ反映しているもの、〈ハード〉と〈ソフト〉の双方に反映

しているもの、〈ソフト〉のみに反映しているものの三つを横

軸に（以下、〈ハード面〉〈双方〉〈ソフト面〉）、｛全体｝

の《反映手法》をもつものか、｛部分｝のみのものかを縦軸に

とり（以下、｛全部｝｛部分｝）、その関係の中での認識の内

訳を検討している。

その結果、大枠として、〈ハード面〉と〈ソフト面〉では｛全

体｝と｛部分｝に同程度の認識がみられるのに対して、〈双方〉

では｛部分｝に比べて｛全体｝に認識が極端に多くみられた。

それぞれの《反映内容》ごとに認識の内訳をみていくと、まず

資料全体では、｛部分｝に比べて｛全体｝において、【社会と

の関係創出】や【地域との関係創出】などの社会環境との関係

についての認識が多くみられた。さらに《反映内容》ごとに比

較すると、【設計の成立】の認識が〈双方〉においては｛全体｝

に多くみられるのに対して、〈ソフト面〉においては｛部分｝

に多くみられる。このことは、住民参加を設計を確立するため

に必要なものと認識し、建築の全体表現にまで高めようとする

設計姿勢と、それとは対極的に一部の機能に落とし込む設計姿

勢があるものと考えられる。また【社会との関係創出】の認識

が〈双方〉の｛全体｝に多くみられるのに対して、【地域との

関係創出】の認識には〈ソフト面〉の｛全体｝に多くみられた。

とする［地域活性化］がみられた。【住民意識の改革】は建物

を利用する住民の意識をかえようとするもので、住民の建物に

対する愛着を創出し、主体的に施設に関わるようにする［住民

教育］、住民の施設に対する所有意識を生み出し、施設が持続

的に活用されるようにする［サスティナビリティの創出］がみ

られた。

2-2.　住民参加に伴う設計への反映手法　　　　

資料とした設計論からは、前節で捉えた住民参加に関する建築

家の認識に加え、それをどのように実際の設計に反映しようと

したか（以下、反映手法）が読み取れる（図 1）。ここでは、

反映手法を、建物のどこに反映したかという《反映対象》と、

どのように反映したかという《反映内容》とから捉えた（表

1）。《反映対象》は、建物全体に反映する｛全体｝と、建物

の一部に反映する｛部分｝とから捉えた。《反映内容》は建築

の実体的側面に反映させる〈ハード〉と、機能的側面に反映さ

せる〈ソフト〉から捉え、特に〈ハード〉に関しては形状や寸

法に反映する〔形態〕、構成や配置計画に反映する〔空間性〕、

色や素材の扱い方に反映する〔素材感〕に分類した。

2-3.　住民参加に関する建築家の認識と反映手法の関係

前節で分析した反映手法は、半数以上の資料（57/102）にお

いて複数読み取ることができる。そこで作品単位での反映手法

の組合せと、1節で位置づけた建築家の認識との関係を検討し
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図2  住民参加に関する建築家の認識
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図2註）数字は資料番号を示し、1つの資料から複数の認識が抽出される場合には、ハイフンに
　　　続けて番号を記載している。またグレーで塗られた認識は建築家側独自の認識である。



このことは、かたちや機能など施設全体の事柄を包括的に住民

と決めることで、社会一般との関係を生み出せると建築家は考

えるが、固有の地域性を思考する場合は施設全体の機能面に住

民と話し合った内容を反映することで、その糸口を見いだそう

としているものと考えられる。

3. 住民参加に関する社会的認識
3-1.　新聞記事の内容　　　　

ここでは、公共建築における住民参加に関する新聞記事より、

どのような目的で住民参加が行われたのかを検討し（図 4）、

その意味内容を社会的認識として相互に比較検討することで関

係図を作成した（図 5）。その結果、2章 1節で検討した建築

家の認識と同じ 5つのまとまりで捉えることができた。

3-2. 　社会と建築家のそれぞれ独自にみられる認識　　　　

住民参加に関する社会的認識と建築家の認識には枠組みを共有

しながらもそれぞれ異なる独自の内容がみられた（表 2）。ま

ず、認識数を比較すると建築家側に社会側よりも独自の認識が

多くみられた。次にそれぞれの認識の内容をみてみると、社会

側には行政主導からの脱却や、ソフト面の対策等の、いわゆる

ハコモノからの脱却を目的とする認識や、減少する予算という

社会的事情から住民参加を必要とする認識など、現状の社会問

題を解決する手段として住民参加を位置づけるものが多くみら

れた。それに対して、建築家側のみにみられた認識は、主に【設

計の成立】や【社会との関係創出】で多くみられ、その中でも

特に［地域性の理解］や［設計方針の共有］など、異なる意味

のまとまりを横断する認識がみられた。また、特徴的なものと

して、住民参加に関わらず建築家としての設計姿勢をもつべき

だと考える認識や、住民参加を設計を進める上での免罪符にす

るべきではないと考える認識がみられた。

4.　建築家の認識と社会的認識の通時的関係
ここでは、2章 1節で位置づけた住民参加に関する建築家の

認識と 2章 2節で位置づけた反映手法を通時的 4）に検討し、

3章で検討した社会的認識の推移と比較することで、住民参加

に関する建築家の認識の社会的性格を明らかにする（図 6）。

まず認識数の推移を比較すると、90 年代後半から 2000 年代

前半にかけて社会的認識と共に建築家の認識も最も多くみられ

た。しかし、2000 年代後半になると社会側の認識数は急速に

減少し、建築家側の認識数も減少傾向がみられる。ここで、

【設計の成立】【建築 •空間の構築】をまとめて建築的側面に

関する認識、【社会との関係創出】【地域との関係創出】【住

民意識の改革】をまとめて社会的側面に関する認識として両者

の推移を比較すると 90年代半ばまでは偏り方が類似している

• 減少予算へ対応
• 住民アイデアへの期待
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図3  住民参加に関する認識と反映手法の関係

図4  新聞記事の分析例
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凡例
建築家の認識
反映内容

1989.3.15　朝日新聞　朝刊　東京ある記
「皆さん忙しいから、面倒だと思う方もいるだろうが、できあが
れば、自分たちの施設だと思い、大事に使ってくれるだろう。そ
れがコミュニティー形成の機会になる。行政にやらせよう、と言
っているうちは『町』はできません」　完成後の運営にも「住民
参加」が予定されている。「その方が、使いやすい運営になる
だろう。」

1.主体性の創出
2.共同体の創出
3.活かされる施設

社会的認識

• 地域将来像の獲得  • 設計の祭事化

• 人材育成• 新しい提案の可能性
• 地域に根ざした計画
• 持続可能な建築  •社会化された建築

社会側独自の認識  6
表2 建築家と社会のそれぞれ独自にみられる認識
図5 住民参加に関する社会的認識
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活かされる
施設の創出
(13)

共同体の
創出・再建
(15)

地域特性を
活かした施設
(11)

設計の
恊働化
(9)

公共性
創出
(3)

設計の
共有化
(9)

行政主導
からの脱却
(19)

ソフト面対策
(7)

減少予算へ
対応
(2)

設計の円滑化
(7)

特殊与件の
理解
(10)

住民ニーズ
の把握
(28)

住民アイデア
への期待
(15)

まちづくりへ
の派生
(31)

地域愛
の創出
(5)

地域文化活動
への派生
(12)

地域
活性化
(13)

〖社会との関係創出〗

〖地域との関係創出〗

〖設計の成立〗

〖建築•空間の構築〗住民意識の
改革

〖 〗

•地域性の理解

•建築家を社会に位置づける
•免罪符にするべきではない
•公共建築の理想的プロセス
•横つなぎの討論

• 行政主導からの脱却
• ソフト面対策

• 施設問題の解決
• 開放的な施設へ

図5註)数字は認識数を示し、グレーで塗られた認識は
　　    建築家の認識にはみられなかったものを示す

設計の成立

住民意識の改革

社会•地域との関係創出
建築・空間の構築

•デザインの修正
•思考対象の拡大
•市民への説得
•敷地特性の理解
•住民参加に関わらず
 設計思想を持つべき

•設計方針の共有
•施設イメージの把握

11 26 5 7 22

14 9 18 9 10

〈
凡
例
〉



が、90年代後半、社会側では社会的側面に関する認識が多く

みられるのに対して、建築家側では両認識は同程度しかみられ

ない。しかし 2000 年代前半になると、社会側では両認識が同

程度みられるのに対して、建築家側では社会的側面に関する認

識が多くみられるようになる。90年代後半の社会側の認識の

偏りは、過疎化に伴う地域の存亡をかけた集落が住民参加で施

設づくりを行う事例が社会において問題視され、〖地域との関
係創出〗の認識が多くみられたことに、一方、2000 年代前半
の建築家の認識の偏りは、ホールや劇場などの文化施設の運営

方針を巡って、住民に、より主体的に施設運営に関わってもら

おうという気運が高まり【住民意識の改革】の認識が多くみら

れたことに、それぞれ起因すると考えられる。

さらに反映手法をみてみると、2000 年代前半に〈双方〉の作

品が最も多くみられ、先に検討した 2000 年代前半において建

築家側が社会的側面に関する認識に偏ったことに起因したもの

で、建築家が最も社会に迎合した時代と考えられる。

さらに〈ハード〉に反映させた際の《反映内容》をみてみると、

｛全体｝に反映させるものは 90年代後半までは構成や配置に

反映するものが多くみられるのに対して、それ以降はかたちに

反映するものが多くみられるようになる。このことは建築家が

自身の職能への考え方を変化させているものと考えられる。

5.　結論
以上、公共建築における住民参加に関する認識を、住民参加に

より成し遂げようとした内容と設計への反映手法との関係から

位置づけた。また、これらを通時的に検討し傾向を捉え、新聞

記事の内容の推移と比較することで、その社会的性格を考察し

た。その結果、かたち、機能など建物全体の事柄を包括的に住

民と決めることで、社会との関係を創出できるとする建築家の

認識を見いだした。その一方で、合理的に設計を進めようとす

る場合、一部の機能に住民と話し合った内容を反映させる設計

姿勢があることを見いだした。また社会側に比べ建築家側の方

が住民参加に関して独自の認識が多くみられ、通時的には 90

年代後半に社会側が、2000 年代前半には建築家側が社会的側

面に関する認識に偏り、2000 年代前半に社会側が建築的側面

に関する認識に偏ることを見いだした。
1)設計論の資料は、住民参加が本格的にみられるようになった 1970 年から 2010 年 12 月号
　までの『新建築』を中心に建築専門誌に掲載された公共建築としており、その中でも住民参
　加に関する認識が明確に読み取れる 102 資料としている。住民参加に関する認識は 102 資
　料より 215 認識抽出できた。
2) 新聞記事の資料は、設計論と同様に 1970 年以後、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞に掲載
　された建築に関する住民参加の新聞記事の中で、住民参加を行った目的が明確に読み取れる
　ものを資料としている。資料数はそれぞれ朝日新聞：63資料、読売新聞：43資料、毎日新
　聞：46資料である。
3) ここでは KJ 法をもとに「住民参加」に関する『認識』を分類している。
4) 通時的傾向の時代区分は資料とした設計論が 70年代は 7資料、80年代は 15資料、90年
　代は 33資料、00年代は 47資料であったため、数的バランスを考慮して設定した。

住民 社会 地域 建築 設計

48 56 45 41 74

社会的側面 建築的側面

615147 8477

住民 社会 地域 建築 設計

図6  建築家と社会の認識の通時的傾向

社会的認識 年代

素材
空間
形態

no5.萩市庁舎

通り一辺の計画プロセスではな
かったが、それだけに相当思い切
った提案をすることもできた。ここ
に伝統をもった文化都市・萩の堅
実で、実質的な側面を余すところ
なく伝えていると言える。……荻
市庁舎は市民によって、2階建て
の低層として選ばれたのである。

さまざまな立場からさまざまな指
摘がなされたが、その度毎にデザ
インは鍛え上げられていった。…
…多くの人たちが施設づくりにイ
ンヴォルブされ参画することにな
る。これもまちづくりのひとつの姿
であろう。

no19.所沢市立松井公民館

建築のハードを決めることとソフ
トを決めることが同時に進み、い
ろいろなことがスムーズでした。
……結果的に市民の具体的参加
を通過させながら再度もう一つの
レベルの違う作品作りをしたこと
になります。

no23.湘南台文化センター

自分たちの建物だという愛着を
建設段階から育てていってほし
いと考えた。……このように施設
づくりと施設の企画や運営のソフ
トづくりを並行して協働で進めて
きたことは、公共施設づくりにとっ
て理想に近いプロセスであったと
思う。no42.久連子古代の里

ワークショップでは各「セル」の具
体的な内容や規模、配置を決定
していった。…議論に基づいて決
定していくという公共建築として
は稀な進め方となった。現在も市
民運営を目指して、ワークショッ
プが継続しており、オープンに向
けた準備が進められている。no74.和歌の浦ｱーﾄｷｭーﾌﾞ
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〈ソフト面〉

図6註）
表のバーの内訳は各年代における認識や反映手法の割合を
示す。各バーの高さは年代同士の認識数や作品数の比率を
示している。認識の表の数字は認識数を示し、反映手法の表
の数字は同じ反映手法を採った作品数を示している。

no86.茅野市民館

多くの市民がプロジェクトに携わ
り、その構想づくりから基本計画、
さらには管理運営計画の策定に
まで直接かつ継続的に関わって
いることで、通常の役所の縦割り
行政では考えられないほど柔軟
に施設の計画がなされている。

バーの上下は反映対象が全体か
部分かの割合を示している

全体
部分

ハード面
の

反映内容社会的側面 建築的側面

1980 地区計画制度導入 1980 新発田市民文化会館　内井昭蔵

1984 常滑市民文化会館　坂倉建築研究所

1987 所沢市立松井公民館　武澤秀一
1987 城西小学校　原広司

1991 湘南台文化センター　長谷川逸子

1996 白石第二小学校　芦原太郎・北山恒
1996 久連子古代の里　内田文雄

1998 長久手町文化の家　香山壽夫

2001 せんだいメディアテーク　伊東豊雄

2003 和歌の浦アート・キューブ　下吹越武人

2005 茅野市民館　古谷誠章

2010 立川市庁舎　野沢正光
2007 梼原町総合庁舎　隈研吾

1975 萩市庁舎　菊竹清訓

1988 「ふるさと創成一億円」事業

1992 都市計画法改正 住民意見の反映義務化

1999 コミュニケーション型国土行政を推進

2001 学校施設整備指針「地域と連携」

2003 地方自治法改正　指定管理者制度導入
2003 住民参加手続きガイドライン策定


